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空欄に入る共通の漢字は何でしょうか？
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脳トレで脳を活性しよう！！

答えは3ページに記載してあります
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治 → → 心

❸ 小学生向け問題

高齢者デイサービスの利用者さん ゆうあい館の利用者さん

仕事始めのお知らせ 社協の運営する各施設は
１月４日（木）より通常業務を行います。

第 号
発　　行

東京都西多摩郡檜原村２７１７
☎ （０４２）５９８－００８５
http://hinoharasyakyo.jimdo.com/
E-mail.hinohara-syakyo@helen.ocn.ne.jp

社会福祉法人
檜原村社会福祉協議会

● ともにささえあい　元気にくらせる　やすらぎの村 ●
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　村内の社会福祉法人（桧原サナホーム
の仁愛会、グループホームひのきの里
の城山会、ひのはら保育園のやまぶき
会、桧原苑・ひのきのそのの緑水会、檜
原村社会福祉協議会）では、檜原村社会
福祉法人連絡会事業として、村外への買
い物に出かけたいがバス、電車に乗って
出かけるのは不安だし、買った荷物を
もってかえるのも大変！といった思いの方
に外出支援事業「ちょっとお町まで」を実
施する事にいたしました。
概要は右記のとおりです。利用を希
望する方は事前に登録が必要です。詳
しくは下記事務局までお問い合わせくだ
さい。

「ちょっとお町まで」のご案内
対象者

運　行
地区割

運　行

内　容

運行先

時　間

費　用

７０歳以上の方で
❶ご自分で歩ける方
　（杖、シルバーカーを使っての歩行の方も可）

❷金銭管理がご自分でできる方
　（支払い時のお手伝いはいたします）

❶南部（下元郷、上元郷、笹野から数馬上）

❷北部（本宿、茅倉から藤倉）

上記２地区を２ケ月に1回（定員3名）運行いたします。

自宅までの送迎及び外出時の付き添いを行います。

日の出イオンモール

概ね　午前９時～午後１時の間

無料（お買い物や食事代はご自分の支払いになります）

檜原村社会福祉法人連絡会事務局（やすらぎの里内）
檜原村社会福祉協議会 ☎ 042－598－0085

お申込み・お問合せ

外出支援事業

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様には、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は、檜原村社会福祉協議会の運営に多大なご理解ご協力をいただき、心から御礼を申し上げ
ます。
　さて、令和５年は新型コロナ感染症が落ち着き、３年ほど中止を余儀なくされていました各事業も予
定どおり実施でき、漸くコロナ前の日常が戻ってきており安堵しているところでございます。
　昨年１１月には４年ぶりに福祉バザーも開催する事ができました。これもひとえに会員の皆様及び関係
各位のご支援とご協力の賜物と心より感謝申し上げます。バザーで得た収益につきましては当会が行い
ます福祉事業に無駄なく使わせていただきます。
　当会では今後も「ともにささえあい 元気に暮らせる やすらぎの村」を目標に豊かな地域社会の実現に
向け、役職員一丸となって人と人とのつながりを大切に、また、必要な方に必要なサービスを提供でき
るよう事業を進めてまいりますので、皆様には引き続きご支援とご協力をお願い申し上げます。
　結びに、皆様にとりまして健康で喜びと希望に満ちた良い年になりますよう、心からご祈念を申し上
げ、新年のご挨拶といたします。

新年のご挨拶
社会福祉法人  檜原村社会福祉協議会　会長　数　馬　　守

ひのはら社協だより第181号 令和6年1月発行
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脳トレ答え：　①減　②率　③安

令和6年1月発行 第181号ひのはら社協だより

　１１月１８日（土）、福祉バザーを４年ぶり実施いたしましたところ、住民の皆様及び各種団体等の方々
より多大なるご支援とご協力を賜り誠にありがとうございました。
　お陰様を持ちまして、大勢の方にご来場いたたぎ、盛大に実施することが出来ました。
　なお、福祉バザーについてご意見・ご要望等ございましたらお聞かせいただければ幸いです。

協力団体・企業等（順不同・敬称略）
　檜原村自治会連合会　檜原村民生児童委員協議会　東屋商店  井上食品㈱ ㈱新中央トラベル  高橋園芸 　
　多摩ヤクルト販売   つむぎ  ひのきのその  日の出通運㈱ヘルスケア事業部   檜原郵便局   明治安田生命   
　個人ボランティア

第４２回福祉バザーのご報告とお礼

収入金
バザー売上 ２７９,２３５円
模擬店売上 ８7,１００円
寄　付　金 ４０,０００円
募　　　金 １１,３１６円
協　力　費 ２,０００円
協　賛　金 ２０,０００円
合　　　計 ４３９,６５１円（前回比較△７３,７４４円）

自治会別出品数
自治会名

下元郷

上元郷

本　宿

笹　野

柏木野

出　畑

下川乗

上川乗

和　田

事　貫

上　平

笛　吹

数馬下

数馬上

出品数

７４品

１０７品

１７９品

７３品

４９品

５２品

９６品

２５品

４７品

１０９品

１６０品

３品

４５品

１７５品

寄付金（件）

10,000円

1,000円

5,000円

2,000円

(1)

(1)

(5)

(2)

自治会名

茅　倉

千　足

中　里

白　倉

大　沢

神　戸

宮ヶ谷戸

夏　地

湯久保

小　岩

笹久保

藤　倉

その他

合　計

出品数

３８品

７３品

４３品

５１品

１３品

１１０品

９６品

１１９品

８品

７３品

８３品

８９品

６６品

2,056品

寄付金（件）

４,000円

７,000円

1,000円

10,000円

40,000円

(4)

(7)

(1)

(1)

(22)

出品内訳

寝具類

衣料品

食器・鍋類

日用雑貨

食料品

農作物

その他

合　計

84品

368品

166品

452品

215品

160品

611品

2,056品
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　10月１日から31日までの１ヶ月間、各世帯には、自治会の役員さんを通じてお願いし、また窓口募
金として村内6ヶ所に募金箱の設置を行い、赤い羽根共同募金運動を実施いたしました。
　ご協力いただきました募金は全額東京都共同募金会へ納付させていただき、子ども・家庭、高齢者、
まちづくりの推進など皆様に関わりのあるところで役立てられます。　ご協力誠にありがとうございま
した。

赤い羽根共同募金の報告とお礼

　昨年も皆様のお力添えによりたくさんの募金をお寄せいただきました。
皆様の温かいお気持ちは、困窮家庭、障がいをお持ちの方や介護をされて
いる方への見舞金としてお届けしました。　また、翌年度の地域福祉活動費
（ふれあいサロン事業など）として、檜原村の地域に根ざした地域福祉推進
の財源としても大切に活用させていただきます。
　なお、詳細につきましては後日改めてご報告させていただきます。

ご協力ありがとうございました。
歳末たすけあい募金
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自治会名

下元郷

上元郷

本　宿

笹　野

柏木野

出　畑

下川乗

上川乗

和　田

件　数

46件

57件

46件

23件

41件

29件

33件

16件

19件

金　額

9,200円

11,400円

9,200円

4,600円

8,200円

5,800円

6,600円

3,200円

3,800円

自治会名

事　貫

上　平

笛　吹

数馬下

数馬上

茅　倉

千　足

中　里

白　倉

件　数

20件

22件

13件

20件

22件

9件

26件

15件

26件

金　額

4,000円

4,400円

2,600円

4,000円

4,400円

1,800円

5,200円

3,000円

5,200円

自治会名

大　沢

神　戸

宮ヶ谷戸

夏　地

湯久保

小　岩

笹久保

藤　倉

募金箱

合　計

件　数

12件

43件

43件

29件

15件

38件

20件

35件

6ヶ所

724件

金　額

2,400円

8,600円

8,600円

5,800円

3,000円

7,600円

4,000円

7,000円

7,454円

151,054円

ありがとうございました。
寄付金品・１円玉募金

寄付金・一円玉募金

区　　分
寄　付　金

一円玉募金

氏　　　名
匿名 〔上元郷〕
匿名 〔上元郷〕
匿名 〔出畑〕

１０,０００円
    1,602円

987円

金　　　額 団　　体　　名
あきる野商工会女性部  様 タオル   140枚

物品名・数量

寄付物品

期間 令和５年１０月２１日～令和５年１２月12日  順不同）

自治会別募金額

令和５年度
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● 親子日帰り研修旅行に行ってきました。
１０月２０日金曜日に静岡県沼津港周辺へ研修旅行に行ってきました。お天気がとても良く汗ばむ

陽気となり、素晴らしい旅行日和でした。お昼は取れたて新鮮な海鮮丼に舌鼓。たくさんの笑顔が
見られました。沼津深海水族館では、普段見ることのない深海の魚に喜だり、びっくりしたり…。帰
りには富士山がとてもきれいに見え皆さん旅行にきて良かったと声をそろえて言ってました。はやく
も来年は何処にいくのか楽しみにしていますとの声がありました。

● リトミック（音楽を使って聴覚、リズム感覚等を育む療法）
月１回金曜日に講師の先生をお招きして、リトミック（音楽療法）を行っています。まず初めにピア

ノ伴奏でこんにちはを歌い挨拶を一人ずつ行います。次に季節ごとの歌などを歌って行きます。ま
たリクエストコーナーでは自分の好きな曲を流してもらい、太鼓などを使いリズムに合わせて叩きま
す。皆んな気持ちよさそうな表情で楽しく演奏や体を動かしています。

● 浴衣のお礼
昨年から皆様にお願いしていました浴衣の寄付ですが、たくさんの方から浴衣や反物を頂くこと

ができました。おかげさまで、しばらくは材料に困らず、布ぞうり作りを行うことができます。
寄付していただいた皆様、本当にありがとうございました。大事に使わせていただきます。
引き続き、お家のタンス等に眠っている浴衣や反物がありましたらご寄付をお願いいたします。

ゆうあい館だより No.27
R6.1発行

ゆうあい館  ☎ 042－598－1262お問合せ

浴衣から作った布ぞうり浴衣から作った布ぞうり 浴衣を裂く作業浴衣を裂く作業
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　地域福祉権利擁護事業は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な人の権
利擁護を図り、これらの人が安心して自立した地域生活を送ることができるよう、福祉サービスの利用
援助や日常的金銭管理等を行うものです。

✿ご利用できる方✿
　物忘れなどの認知症の症状や知的障がい、精神障がいなどによって、必要な福祉サービスを自分の
判断で適切に選択・利用することが難しい方。
※ご本人との契約によるサービスとなりますので、ご本人の利用希望と、この事業でお手伝いする内容
を理解いただけることが必要です。

✿利用までの流れ✿
①相談受付後、担当者がご自宅等に訪問し、お困りごとを一緒に考え支援計画を作ります。
②お手伝いの内容や約束事を書いた「契約書」と「支援計画」を確認いただいた後、担当の「生活支援員」
を紹介し、契約を結びます。
※契約を締結するまでの相談や、支援計画の作成などは無料です。
③担当の生活支援員が自宅等を訪問し、支援計画に基づいて支援を行います。
※契約締結後の支援から有料になります。

地域福祉権利擁護事業のご案内

こんなお手伝いができます

総務担当  ☎ 042－598－0085お問合せ

１回１時間まで1,500円　以降30分毎に600円の加算
※通帳を社協でお預かりする場合は、1回につき1,500円の加算
　書類預かりサービスは、1,000円/月

利用料

福祉サービスを
利用したいけれ
ど、どうすればい
いかわからない

計画的にお金の
支払いができる
か不安

最近、物忘れが
多くて、通帳や
ハンコを失くして
しまう

福祉サービスの利用援助
▶福祉サービスの案内、利用手
続きや利用料の支払い手続き
▶郵便物や書類の確認、各種行
政手続き

日常的金銭管理サービス
▶年金や福祉手当の受け取りに必
要な手続き
▶預貯金の払戻し、預け入れ、支
払いなど

書類等の預かりサービス
▶通帳・年金証書・権利証などの
大切な書類をお預かりし、金融
機関の貸金庫で保管

ひのはら社協だより第181号 令和6年1月発行
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所得の少ない世帯等に日常生活上一時的に必要な資金の貸付を行い、生活の安定を支援する制度です。

貸付対象者　　檜原村の住民基本台帳に登載してある世帯主であり、返済（償還）の見通しが立つ方
貸付限度額　　５万円以内（特別の事由の場合は８万円以内）
貸付の利子　　無利子
償還の方法　　貸付後の翌月から据置期間３ヶ月を含み９か月以内

※連帯保証人（村内に居住する者）が原則必要です。
※貸付の決定には地区担当民生委員の意見を求めます。

応急援護資金

総務担当  ☎ 042－598－0085お問合せ

令和6年1月発行 第181号ひのはら社協だより

　「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対
して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図るこ
とを目的とする社会福祉制度です。

福祉資金
　出産・葬祭・転居・療養・福祉用具等の購入・就
職の支度に必要な経費等、具体的な資金の利用目
的がある場合に、該当する資金を貸付

緊急小口資金
　低所得世帯で、医療費等を支払ったことによる
臨時の生活費、滞納していた税金、公共料金を支
払ったことによる支出増、初回給与までの生活費
等の理由により、緊急かつ一時的に生計の維持が
困窮な世帯に、生活資金を貸付

総合支援資金
　失業・減収により、日常生活全般に困難を抱えた
世帯に、生活の立て直しのために継続的な相談支
援（就労支援、家計相談支援等）と生活費及び一時
的な資金を貸付

不動産担保型生活資金
　現在お住いの自己所有の不動産（土地・建物）に、
将来にわたって住み続けることを希望する低所得の
高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活
資金を貸付

生活福祉資金

主な資金の種類

※貸付のご利用には一定の要件と審査があります。
　詳しくは東京都社会福祉協議会ホームページの
　「事業案内」をご覧ください。

東京都社会福祉協議会HP
https://www.tcsw.tvac.or.jp

貸付制度のご案内




